 eq \o\ad(畜舎・花温室等管理委託契約書,　　　　　　　　　　　　　　　　　)（案）
　新潟県（以下「甲」という。）と公益社団法人上越市シルバー人材センター　　　　　　　　　　　　　（以下「乙」という。）との間に、新潟県立高田農業高等学校の畜舎・花温室等管理について、次の条項により委託契約を締結する。

第1条 甲は、次に掲げる業務（以下「業務」という。）を乙に委託し、乙は、これを受託する。

　(1) 業務の名称　　畜舎・花温室等管理

　(2) 業務の内容　　① 家畜飼養管理及び畜舎管理

　　　　　　　　　　② 草花・野菜栽培管理及び温室等施設管理

　(3) 実施場所　　　新潟県立高田農業高等学校　東城農場
(4) 実施方法　　上記業務の内容①②につき各1名計2名を配置することとし、お互い協力して業務
の遂行にあたるものとする。

第２条　業務委託日及び就業時間は次のとおりとする。

　(1) 業務委託日　　令和８年４月１日から令和９年３月31日までの間の、土曜日・日曜日・休日・
学校閉庁日（８月13,14,21,26,27日）及び12月29日から1月3日までとする。

　(2)  eq \o\ad(就業時間,　　　　　)　　午前8時30分から午後4時30分まで（休憩1時間：12:00～13:00）

第3条 甲が乙に支払う年間委託料は、　　　　　　　円とする。

　　　　　内訳　日額　11,457円×129日×2名
　２　委託料は、乙が業務従事日数により、毎月、前月分の委託料を甲に対して請求し、甲は内容を審査の上、適正な請求書を受理した日から起算して30日以内に乙に支払うものとする。
第4条 乙は、甲の承諾を得ないでこの契約の権利及び義務の全部又は一部を他に譲渡し、又は請け負
わせてはならない。

第5条 甲は、乙の行う業務について立会い若しくは監督を行い又は必要な事項について指示すること
ができる。

第6条 甲は、乙に対してこの契約の履行に必要な施設及び設備を無償で使用させるものとする。

第7条 乙が業務の遂行中において、甲又は第三者に損害を与えたときは、乙の故意又は重大な過失に
よるものを除き、甲がその賠償の責任を負うものとする。

第8条 甲は、次の各号の一に該当する事由が生じた場合は、この契約を解除することができる。

 (1)　乙がこの契約に違反したとき、又は契約の履行が不完全だと甲が認めたとき。

 (2)　乙が次のアからキまでのいずれかに該当するとき。

　ア　その役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは営業所の代表者をいう。以下この条において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この条において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
　イ　暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
　ウ　その役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用したと認められるとき。
　エ　その役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
　オ　その役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有すると認められるとき。
　カ　下請契約又は資材若しくは原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
　キ　乙が、アからオまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材若しくは原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。
第9条 乙は、甲の責めに帰すべき理由によってこの契約を継続することができなくなったとき、又は
正当な理由がある場合はこの契約を解除することができる。

第10条 この契約について疑義が生じたとき又はこの契約に定めのない事項については、甲乙誠意をも
って協議の上決定するものとする。

　この契約を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自１通を保有する。

令和８年４月１日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上越市東城町１丁目４番41号

　　　　　　　　　　　　　　　甲　　　新潟県

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　新潟県立高田農業高等学校長　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　乙　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
